
敦賀署通信（令和８年１月号）

厚生労働省では２月１日から２８日の１か月間、
「化学物質管理強調月間」を実施します。
「化学物質管理強調月間」は、広く一般に職場にお
ける危険・有害な化学物質管理の重要性に関する意
識の高揚を図るとともに、化学物質管理活動の定着
を図ることを目的としており、今回で２回目の実施
となります。
今回のスローガンは、
『慣れた頃こそ再確認 化学物質の扱い方』

となっており、これは、令和６年４月より全面施行
となった新たな化学物質規制に係る対応を「やった」
だけで終わらせず、対応が当たり前になってきた今
こそ、PDCAサイクルを確実に回していくことで、
気を引き締めて労働災害防止につなげていこうという
メッセージです。
この期間中に「Check（確認）」を確実に実施し、

適切な化学物質管理を目指しましょう。確認に際して
は、福井労働局作成の自主点検票をご活用ください。

敦賀労働基準監督署からのお知らせ
労働安全衛生法に基づく報告・届出の
電子申請が一部義務付けられて１年経ちました︕
令和７年１月１日より、定期健康診断や労働者死傷病報
告等の一部の報告・届出の電子申請義務化が始まり、
法施行から１年が経過したところです。
今回は、この１年間で敦賀署に報告・届出された申請の
うち、注意していただきたい点を紹介します。
なお、敦賀労働基準監督署が作成したマニュアルの中で
も注意事項について触れていますので参考にしてください。
【電子申請を行う上で注意していただきたいこと】
①電子申請を行った後、申請しっぱなしになっている。
⇒正しく受理されているか確認するまでが申請手続です。
内容に不備を認める場合は、「補正指示書」が発行され

ていることがあり、この状態は「未受理」を指します。
内容については、電子申請マイページから確認できます。

②「電子公文書」をダウンロードし忘れている。
⇒「電子公文書」が送付された場合、当該データのダウン
ロード期限は90日間です。期限を過ぎると、ダウンロード
不可となりますので、マイページ確認後、
速やかにダウンロードするようにしましょう。

来月のトピック
令和８年２月１日～２８日は
「化学物質管理協調月間」です。



第２回化学物質管理強調月間スローガン

「慣れた頃こそ再確認 化学物質の扱い方」

期間：令和８月２月１日から令和８年２月28日まで

国内で使用等されている化学物質は数万種類にのぼりますが、化学物質による休業４日
以上の労働災害のうち、特定化学物質障害予防規則等の特別規則による規制の対象となっ
ていない物質に起因するものが多数を占めています。
こうした実態をふまえ、特別規則による規制の対象となっていない物質への対策の強化

のために、ばく露防止のために講ずべき措置を適切に実施する制度を導入したところです。
この措置は、リスクアセスメント対象物を製造、取扱い等を行う事業場であれば、事業

場の業種や規模に関わらず、講ずべき措置を実施する必要があります。
そのため、第三次産業の事業場や中小零細事業場に対しても、新たな化学物質規制を広

く浸透させる取組が重要です。
このような背景を踏まえ、厚生労働省は、関係団体等の幅広い協力を得て、第２回化学

物質管理強調月間を展開し、職場における危険・有害な化学物質管理の重要性に関する意
識の高揚を図るとともに、化学物質管理活動の定着を図ることといたします。

実施者（事業者）の実施事項

✅ 日常の化学物質管理の総点検・・・（自主点検票は裏面に掲載しています）

・リスクアセスメント対象物を製造又は取り扱う際の化学物質管理者の選任等

・製造し、又は取り扱う化学物質の把握及び、SDS等による危険有害性の確認

・ラベル表示、SDS交付、リスクアセスメントの実施等

・特定化学物質障害予防規則等の特別規則、石綿障害予防規則の遵守の徹底

✅ 事業者又は総括安全衛生管理者による職場巡視

✅ スローガン等の掲示

✅ 有害物の漏えい事故、酸素欠乏症等による事故等緊急時の災害を想定した実地訓練等の実施

✅ 化学物質管理に関する講習会・見学会等の開催、作文・写真・標語等の掲示、その他化学物質

管理への意識高揚のための行事等の実施 など

１ ＳＤＳによる危険性及び有害性の確認

２ ラベル表示・ＳＤＳ交付及びリスクアセスメントの実施

福井労働局・福井・敦賀・武生・大野労働基準監督署

事業者の皆様へ

特に力を入れたい

２つの取組

福井労働局では、化学物質管理のためのパンフレットを作成・公表しています。
リスクアセスメント対象物ってなんだろう？
リスクアセスメント対象物に該当するかはどう調べればいいの？

様々な疑問にお答えするパンフレットですので、ぜひご一読ください。

実施要綱は
こちらに

（厚生労働省
ＨＰ）↓

パンフレットは
こちらに

（福井労働局
ＨＰ）↓

福井労働局労働基準部監督課
広報キャラクター「ふくろー」



解 説
化学物質を化学的に合成するほか、混合、濃縮・希釈、他物質を添
加、小分け等により化学物質等を含む製品化を行うことも「製造」
に該当します。
令和７年４月１日、令和８年４月１日時点のＲＡ対象物は
こちらのリストをご確認ください。

令和９年４月１日に約150物質が追加される予定です。
追加物質については、こちらのリストをご確認ください。

□ＲＡ対象物を
取り扱っている
□ＲＡ対象物を
取り扱っていな
い
□把握してい
ない

事業場で製造・取
り扱っている化学
物質がリスクアセ
スメント（ＲＡ）
対象物であるかを
把握していますか。

１

令和６年４月１日からＲＡ対象物の製造・取扱事業場等において化
学物質管理者を選任することが義務となっています。化学物質管理
者は、化学物質の自律的な管理のキーパーソンです。

化学物質管理者の選任については、以下のQ&Aの
No.2-1-1～2-1-10をご確認ください。
化学物質による労働災害防止のための新たな規制に関するQ＆A

□選任してい
る
□選任してい
ない

化学物質管理者を
選任していますか。２

リスクアセスメントとは、作業による労働者への危険または健康障
害を生じるおそれの程度を見積もり、リスクの低減対策を検討する
ことです。下のQ&Aも参照してください。

Q1-1 なぜリスクアセスメントを行わなければならないのか。
Q1-2 リスクアセスメントはどのような手順で実施するのか。
厚生労働省では、RAの実施を支援するため業種別マニュアルの作成
を進めています。次のマニュアルに従ってRAを実施した
場合は、 □に ✓ をつけてください。
・業種・作業別マニュアル

・建設業における化学物質取り扱い作業における
リスク管理マニュアル （※ 建災防ＨＰへ）

□実施してい
る
□実施してい
ない

ＲＡを実施してい
ますか。３

法令に講ずべき措置が定められている場合は、リスクアセスメント
の結果に関わらず、定められた措置を必ず実施しなければなりませ
ん。下のQ&Aも参照してください。
Q12-1リスクアセスメント実施後のリスク低減措置の実施は義務か。
Q12-2リスクを低減するためにはどのような措置を講ずる
べきか。

“３“のマニュアルで定められたリスク低減措置を
行った場合は、 □ に ✓ をつけてください。

□行っている
□行っていな
い

ＲＡの結果に基づ
くリスク低減措置
を行っていますか。

４

化学物質を取り扱う労働者が常時ＳＤＳを確認できるよう周知する
ほか、労働者に教育や周知を行う必要があります。
下のQ&Aも参照してください。
Q15-1 入手したSDSを労働者に周知しなければならないか。
Q15-2ラベルやSDSの記載内容を労働者に教育する義務はあるか。

□行っている
□行っていな
い

安全データシート
（ＳＤＳ）とＲＡ
の結果等を労働者
に周知し、教育を
行っていますか。

５

保護具着用管理責任者の選任については、以下のQ&Aの11
ページ以降に記載の No.2-2-1～2-2-3をご確認ください。

化学物質による労働災害防止のための新たな規制に関するQ＆A

□選任してい
る
□選任してい
ない

（保護具を使用し
ている場合）
保護具着用管理責
任者を選任してい
ますか。

６

化学物質を譲渡又は提供する者は、相手方にＳＤＳの交付等により
危険有害性等を通知する必要があります。
下のQ&Aも参照してください。
Q13-1 SDSはいつ交付しなければならないのか。
Q13-2ホームページでSDSを提供しても良いか。

□行っている
□行っていな
い

（化学物質の譲
渡・提供を行って
いる場合）
ラベル表示、ＳＤ
Ｓ等による通知を
行っていますか。

７

〈 自主点検・回答票 〉
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裏面のQRコードのリンク先は厚生労働省HPです（※一部は建災防ＨＰ） （令和７年12月作成）

番号 点検項目 点検内容

労働者数業種

電話番号事業場名

担当者職氏名所在地


